
�愛媛県告示第１４２号
西条市吉井土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・石田地区）の施行は、

適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８

条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のと

おり関係書類を縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

石田地区）計画書の写し

� 西条市吉井土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１月３１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

西条市役所東予総合支所

�������
�愛媛県告示第１４３号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・父野川下地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

父野川下地区）計画書の写し

� 鬼北町営土地改良事業費分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１月３１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場日吉支所

�������
�愛媛県告示第１４４号
鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・広見上組地区）の施行は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・広見

上組地区）計画書の写し

� 鬼北町営土地改良事業費分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１月３１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

鬼北町役場

�������
�愛媛県告示第１４５号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・豊田地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

豊田地区）計画書の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１月３１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場

�������
�愛媛県告示第１４６号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・御荘長洲地区）の施行は、適当と認められ
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るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

御荘長洲地区）計画書の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１月３１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場

�������
�愛媛県告示第１４７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

松山市食場町乙１０

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

食場町乙１０（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財１７２１

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

今治市朝倉下乙２０１の１、乙２０１の２、乙２０４から乙２０６まで、

乙２０７の１から乙２０７の５まで、乙２０８から乙２１２まで、乙２

１４

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１４８号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合すると

認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４項

の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４９号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合すると

認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４項

の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５０号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合すると

認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４項

の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

区 域 区 分

三瓶湾区域（八幡浜漁業
協同組合の地区のうち、
旧三瓶湾漁業協同組合の
地区）

総トン数４０トン以上１００トン未満の漁船により、
まき網を使用して営む漁業

区 域 区 分

磯津区域（八幡浜漁業協
同組合の地区のうち、旧
磯津漁業協同組合の地区）

主として底びき網を使用して営む漁業

区 域 区 分

伊方町区域（八幡浜漁業
協同組合の地区のうち、
旧伊方町漁業協同組合の
地区）

主として船びき網を使用して営む漁業

愛 媛 県 報平成１９年１月３０日 第１８３１号

１２９
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２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

上島町

越智郡上島町弓削下弓削２１０番

代表者 上島町長 上村 俊之

越智郡上島町弓削下弓削１８５番５

２ 埋立区域

� 位置

越智郡上島町岩城６０１７番から同５８６６番までの地先公有水面

� 区域

次の１点から１５点までを順次直線で結んだ線並びに１５点と１

点を結ぶ平成１６年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．４６メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（越智郡上島町字暮坂乙１５９２の２番内の国土地理院「暮

坂」四等三角点）は、北緯３４度１５分４７．２６４５秒、東経１３３度９

分３９．０７５０秒の地点

１点は、基点から真北４６度４９分１５秒２４３．２４メートルの地点

２点は、１点から真北１３５度１６分０７秒３０．９２メートルの地点

３点は、２点から真北２２４度０４分３３秒０．６１メートルの地点

４点は、３点から真北１３５度１３分０２秒４９．８０メートルの地点

５点は、４点から真北２２３度２１分４８秒０．０３メートルの地点

６点は、５点から真北１３５度１２分５９秒２６．４０メートルの地点

７点は、６点から真北２２３度０７分４８秒０．０１メートルの地点

８点は、７点から真北１３５度１３分１５秒８．８０メートルの地点

９点は、８点から真北２２５度１３分０４秒９．３０メートルの地点

１０点は、９点から真北１３５度００分００秒０．０３メートルの地点

１１点は、１０点から真北２２５度１３分１０秒１８．４７メートルの地点

１２点は、１１点から真北２２５度１４分２４秒４５．７６メートルの地点

１３点は、１２点から真北１３５度１０分２５秒１．１７メートルの地点

１４点は、１３点から真北４５度１４分５５秒０．６５メートルの地点

１５点は、１４点から真北１３５度０９分３５秒２．７９メートルの地点

� 面積

９，２２９．５７平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１８年３月１３日 愛媛県指令１７港第６４９号

４ しゅん功認可年月日

平成１９年１月３０日

�愛媛県告示第１５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号
西条市藤之石５号２１７番３から

同市藤之石５号２０８番４まで

旧 ７．４～３５．５
１７．８～７８．５

０．２６４
０．１０３

新 １７．８～７８．５ ０．１０３

〃 〃
西条市藤之石５号２３７番から

同市藤之石５号１１番２まで

旧 ５．４～５２．４
１４．５～１２１．０

０．７５５
０．６１５

新 １４．５～１２１．０ ０．６１５

〃 〃
西条市藤之石庚４７番１地先から

同市藤之石庚５８番９まで

旧 ８．０～３４．０
１１．３～４６．４

０．５７０
０．５６８

新 １１．３～４６．４ ０．５６８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮６７番から

同町新宮１１４番１まで

旧 ４．７～１２．７ ０．１３４

新 ８．２～１８．３ ０．１３４

愛 媛 県 報平成１９年１月３０日 第１８３１号
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�愛媛県告示第１５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町大野字スサキ甲１４８番６から

同字江マヘ甲４０番２地先まで

旧 ９．０～１６．０ ０．３１２

新 １２．５～１７．０ ０．３１２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 柳谷美川線 上浮穴郡久万高原町日野浦４５４４番３

旧 ６．４～３４．１ ０．３５４

新 １４．０～４９．９ ０．３５３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山北条線
松山市下伊台町１４３９番６から

同町１４８８番７まで

旧 ８．１～１２．４ ０．１４７

新 １１．４～１５．８ ０．１４７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市下伊台町１４３９番６から

同町１４８８番７まで
平成１９年１月３０日
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

八幡浜市舌間２番耕地７４５番５ 雑種地 １０９．２７�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わ

せ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１９年２月９日（金）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１９年２月１９日（月）午前１１時

� 入札及び開札の場所

愛媛県八幡浜市北浜１丁目３番３７

愛媛県八幡浜地方局７階中会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金とし

て県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
�公 告

愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

平成１９年度愛媛県立農業大学校入学試験（２次募集）を次のとお

り実施する。

平成１９年１月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入学試験の区分

総合農学科

２ 入学試験の期日

平成１９年３月６日（火） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地

愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

コ ー ス 野菜複合コ
ー ス

花き複合コ
ー ス 果樹コース 畜産コース

修業年限 ２年 ２年 ２年 ２年

募集人員 各コース合わせて１５人程度

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又
は中等教育学校を卒業した者（平成１９年３月に卒業見込
みの者を含む。）

� �に掲げるもののほか、知事がこれらの者と同等以上
の学力を有すると認めた者

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷７９３番３から

同町大谷８００番４まで
平成１９年１月３０日
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５ 学科試験科目

� 筆記試験

国語（古典及び古典講読を除く。）及び数学�
� 口頭試問

農業に関する事項

６ 入学願書受付期間

平成１９年２月１３日（火）から１９日（月）まで

なお、郵送による場合は、当該受付期間の締切日までの消印が

あるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 最終学校の調査書

� 写真（出願前６箇月以内に正面から撮影した無帽の上半身像

で５センチメートル平方形のもの）

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

�公 告

平成１８年度行政書士試験合格者の公示について

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第４条第１項の規定により愛

媛県知事から財団法人行政書士試験研究センターに委任された行政

書士試験の合格者を次のとおり公示する。

平成１９年１月３０日

財団法人行政書士試験研究センター

理事長 池ノ内 祐 司

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

７５１００２７ ７５１０４５６ ７５１０６２３ ７５１０７０９

７５１０２０５ ７５１０５００ ７５１０６３９ ７５１０７２３

７５１０３５３ ７５１０５０５ ７５１０６４３ ７５１０７３５

７５１０３６７ ７５１０５４７ ７５１０６４４ ７５１０７６０

７５１０３７１ ７５１０５７９ ７５１０６４７ ７５１０７８８

７５１０３７３ ７５１０６０４ ７５１０６６５ ７５１０７９１

７５１０４４０ ７５１０６２２ ７５１０６９９

平成１９年１月３０日 発行
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１３３


